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浦添市物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金 

【問い合わせ】浦添市役所 産業振興課 ☏ 098（876）1299 
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補助金の概要 
 

【補助金の目的】 

浦添市では、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている市内中小企業者の

負担緩和や高効率化による収益の拡大等を図るため、省エネルギー化、省コスト化

及び効率化・高収益を目的とした設備等の導入や更新を行う場合に、その経費の一

部に対して補助金を交付します。 

 

 

【申請受付期間】 

  令和８年７月６日（月曜日）から令和８年８月 31 日（月曜日）まで 

※ 先着順に受付。予算上限に達した場合は、期間中であっても受付終了します。 

 

 

【予算額】 

５０，１６０，０００円 

 

 

【補助率・補助金上限額】 

補助率：２/３以内  

補助金上限額：１事業者あたり２００万円以内 

※ 国、県、他の補助金との併用はできません。 

※ 千円未満の端数があるときは、切捨てとなります。 

※ 予算の範囲に応じて、補助率及び補助金額が変動（減少）する場合があります。 

 

 

【補助金申請者の主な要件（詳細は P3 を参照）】 

・市内の店舗・事務所等で事業を営んでいる中小企業者・小規模事業者であること 

・申請日時点で 創業から 12 か月を経過していること 

・市税（国民健康保険税含む）の滞納がないこと など 

 

 

【補助金の対象となる事業（詳細は P4～6 を参照）】 

・省エネルギー化・省コスト化に資する設備等の導入・更新にかかる事業 

・効率化・高収益に資する設備等の導入・更新にかかる事業 
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補助金申請の流れ 
 

① 申請書の提出 

▶ P 7 

補助金交付申請書(様式１号)や必要書類を産業振興課へ提出します。 

受付期間：令和８年７月６日（月）～ 令和８年８月 31 日（月）まで 

↓ 

❷ 交付決定 

(市) 

申請内容を審査し、概ね１週間程度で交付決定通知又は不交付決定通

知を送付します。 

↓ 

③ 事業の実施 

▶ P 8 

事業期間 令和９年１月 29 日（金）まで（経費の支払等を含む） 

※期間内に完了していない場合は、補助金の交付ができません。 

↓ 

➃ 完了届の提出 

▶ P 8 

事業完了日から 30 日以内 又は 令和９年２月 12 日（金）までに、 

完了届（様式８号）や必要書類を提出してください。 

※期限内に完了届等の提出がない場合は、補助金の交付ができません。 

↓ 

❺ 確定通知 

(市) 

適正に事業が行われていることが確認出来次第、確定通知書を送付し

ます。 

↓ 

➅ 請求書の提出 

▶ P 9 
確定通知書を受け取った日から 10 日以内に、請求書を提出します。 

↓ 

❼ 補助金の交付 

(市) 
請求書提出後、30 日以内に指定された口座に補助金を交付します。 
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補助対象事業者の要件 
 

【補助対象事業者】  

補助金の対象となる者は、次の(1)～(8)の要件すべてに該当する者とします。 

 

(1) 市内に事業所を所有し、又は賃借し、かつ、当該事業所において事業を営んで

いる中小企業者又は小規模企業者 

 

(2) 補助金の申請日時点において、創業から 12 か月を経過し、補助金の交付を受

けた後も引き続き事業を継続する意思がある者 

 

(3) 市税（法人にあっては法人市民税を、個人にあっては個人市民税をいう。）の

納税義務者 

 

(4) 市税の滞納がない者（国民健康保険税含む） 

 

(5) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している者 

 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又は

暴力団関係者でない者 

 

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

の規定により許可又は届出を要する事業者でない者 

 

(8) みなし大企業に該当しない者 

 

※ 政治団体、宗教上の組織又は団体等は、対象外となります。 

 

※ 本補助金の交付を既に受けている者は、対象外となります。（１回限り） 

 

  ※ 中小企業者等 

次の表の「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」のいずれかを満
たす企業又は個人事業主を指します。（中小企業基本法第 2 条第 1 項による） 
 

業種 
資本金の額又は 

出資の総額 
常時使用する 
従業員の数 

①  製造業、建設業、運輸業その他業種（②～④を除く） ３億円以下 ３００人以下 

➁ 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、 

旅館業を除く） 

５，０００万円

以下 
１００人以下 

④ 小売業 
５，０００万円

以下 
５０人以下 
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補助対象事業・対象設備 
 

【補助対象事業】  

補助金の対象となる事業は、次の(1)～(4)の要件すべてに該当する事業とします。 

 

  (1) 本補助金の目的を達成するために行う次のいずれかに該当する事業 

・省エネルギー化・省コスト化に資する設備等の導入・更新にかかる事業 

・効率化・高収益に資する設備等の導入・更新にかかる事業 

 

(2) 補助対象事業者が事業を営む市内の事業所で実施する事業 

 

(3) 事業実施によるエネルギー調達コストの効果的な負担軽減又は高効率化によ

る収益の拡大等に繋がることが認められる事業 

 

(4) 補助対象事業者自らが費用負担を行い、令和９年１月 29 日（金）までに、工事

及び支払等が完了する事業 

 

 

 

※ 次に該当する事業は、補助金の対象外となります。 ※ 
 

・国や地方公共団体等の公的機関における他の補助金等を併用する事業 

 

・居住用途及び居住用途との兼用部分における設備等の導入を伴う事業 

 

・資本関係がある事業者、補助対象事業者の役員若しくは２親等以内の親族が役

員として属する事業者又は事業を営んでいない個人との契約を伴う事業 

 

・複数の事業者で共同所有する設備等の導入を伴う事業 

 

・予備的又は将来に備えること等を目的とした事業 
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【補助金の対象となる設備】  

補助金の対象となる設備等は、次の条件等を満たすものとします。 

補助対象事業 対象設備等 条件等 

１ 省エネルギー化・

省コスト化に資する

設備等の導入・更新  

(1) LED 照明設備 更新に限る。工事を伴う既存の照明

設備を新たにＬＥＤ照明に更新する

もの（工事を伴わない光源部のみの

交換やＬＥＤからＬＥＤへの交換は

不可）。 

(2) 空気調和設備 更新に限る。工事を伴う既存の室温

調整機能を有する設備（エアコン等）

の更新するもの。 

(3) 遮熱・断熱設備 設備と併せて導入する複層ガラス、

遮光フィルム、遮熱・断熱塗装（事業

の用に供する箇所に限る。） 

(4) 燃焼設備 ボイラー・給湯設備等の工事を伴う

更新に限る。 

(5) 冷凍冷蔵庫 更新に限る。冷蔵ショーケースも含

む。 

(6) コージェネレーショ

ンシステム 

 

(7) エネルギー管理装置 

（ＥＭＳ装置） 

‣エネルギーの見える化機能の実現

に必要な項目の計測を行えること。 

‣計測器を設置し、削減対策の実施に

必要な項目（電力・燃料等使用量、温

度、流量、圧力等）の計測を行えるこ

と。 

(8) 太陽光発電設備及び

蓄電池設備 

設置工事を伴い、発電量が 50ｋW 未

満で自家消費型に限る。当該設備に

供する蓄電池設備も含む。 

２ 効率化・高収益に

資する設備等の導入・

更新 

(1) 生産・サービス提供

等に係る機械装置  

直接事業に供される収益（売上高）の

拡大等が見込まれる設備。ただし、償

却資産として資産計上されるもの。 

(2) 測定工具又は検査工

具 

直接事業に供される収益（売上高）の

拡大等が見込まれる設備。ただし、償

却資産として資産計上されるもの。 

(3) IT ツール・ソフトウ

ェア 

次のいずれかの機能を有するもの。 

‣ 顧客対応・販売 

‣ 決裁・債権債務・資金回収 

‣ 共有・在庫・物流 

‣ 会計・財務・経営 

‣ 総合・人事・給与・労務 等 

‣ 業務固有 

‣ 汎用・自動化・分析ツール 

※ 条件等に「更新に限る。」の要件のある設備を導入する場合は、既存の事業所で使用してい

る設備を更新する事業で、導入する設備が既設設備の使用用途と同じであることとします。 



- 6 - 

 

【補助対象経費】 

補助金の対象となる経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、次の(1)～(3)に

該当する経費とします。 

補助対象経費 内容 等 

(1) 設備導入費用 

設備本体・付属設備の購入費、据付・設置工事費、労務費、設計

費、試験調整費、立会検査費、運搬費、共通費（共通仮設費、現

場管理費、一般管理費）、既存設備の撤去、廃棄等に要する経費な

ど、設備等の導入・更新に要する経費 

※諸経費など不明瞭な費目は対象外となります。 

(2) システム導入費用 

システム構築費、専用ソフトウェア購入費、動作確認・マスタ

設定等に係る経費など、システム等の導入に要する経費 
 
※システム利用料(月額）、ランニング費用は対象外となります。 

(3) 外注・委託費用 
補助事業の遂行に必要で、かつ、自ら実行することが困難な業務

の一部を第三者に外注・委託するために支払われる経費 など 

 

※ 次に該当する経費は、補助対象外となります ※ 

・ 補助金の交付決定前に、実施、発注又は契約を締結したもの 

・ 公租公課（消費税及び地方消費税、印紙税、登録免許税等）に係る経費 

・ 既存設備の改良、改修 及び 設備の更新に関連性のない処分等に要する経費 

・ 購入及び設置工事にあたり申請者が要した調査費や事務費（コンサルティング料等） 

・ 中古品の購入費 

・ 設備のリース又はレンタルに要する経費 

・ 割賦販売等による導入や更新に係る経費（実施期間内に支払等が完了するものを除

く。） 

・ 事務用品等の消耗品費、各種手数料（銀行振込手数料等） 

・ 購入の際のポイント付与額・利用した場合の利用額及び値引き費用 

・ 設備の保守料及び保険料 

・ クラウドサービス・ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 

・ OA 機器、AV 機器、自動車等車両等の汎用性の高い設備の購入費 

※ 専用パソコン、プリンタ等設備（システム等）の導入と併せて導入必須の場合で、 

事業の遂行に必要と認められる場合を除く。 

・ 家庭用と共用する設備にかかる経費 

・ 通信費等の間接経費 

・ 販売、貸付等による利益を目的としたもの 

・ 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの 

・ 補助事業の目的に合致しないもの 

・ 必要な経理書類（領収書等）を用意できないもの 

  ※（例）補助対象経費以外の経費と混同し、補助対象経費との区別が不明確なもの 等 

・ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 
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補助金の申請方法について 
 

【申請に必要な書類】  

次の①～⑫の必要書類を、郵送又は産業振興課窓口のいずれか提出してください。 

申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。 

※ 必要に応じて、追加資料の提出及び説明を求める場合があります。 

※ 申請書類の返却はしませんので予めご了承ください。 

① 補助金交付申請書（様式１号） 

② 誓約書（様式１号別紙） 

③ 事業計画書（様式２号） 

④ 補助対象経費計算書（様式３号） 

⑤ 導入・更新設備等に係る見積書の写し ※２者以上（１者以上の市内中小企業者） 

⑥ 導入・更新設備等の仕様が確認できる資料（取扱説明書又はカタログ等） 

⑦ 建築図面・配置図・平面図等、設置場所がわかる資料 

⑧ 事業実態等の確認書類 

ア 法人：履歴事項全部証明書の写し（申請書時から遡って３か月以内のもの。）、 

直近の確定申告書（決算書）の写し 

イ 個人:開業届の写し又は営業許可証等の資格証明書の写し、 

令和７年分所得税確定申告書の写し 

又は令和８年度市民税・県民税申告書の写し 

⑨ 納税証明書（国保含む）（滞納のない証明：完納証明書）の写し※国保以外の場

合は健康保険適用事業所関係事項確認（申請）書の写し 

⑩ 入札（相見積）が行えないことに係る理由書（様式４号） ※該当者のみ 

⑪ 既設設備の仕様が確認できる資料（補助対象事業が設備更新を伴う場合） 

⑫ 債権者登録申請書（債権者登録がない場合や登録情報の変更が必要な場合。） 

 

 

【見積書の取得：必要書類⑤】 

設備の調達及び工事の発注等について、２者以上（１者以上の市内中小企業者）か

ら見積書の徴収を行う必要があります。 

※ 契約の性質上、見積書の徴収が難い場合は、必要書類⑩（様式４号）を提出してください。 

 

 

【申請期限】 

令和８年８月 31 日（月）１６:００まで  ※郵送の場合も必着とします。 
※ 申請期限内であっても、予算の上限に達し次第、申請受付を終了する場合があります。 

※ 内容確認に必要なため、申請書には必ず連絡先の記入をお願いします。 
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補助事業の実施について 
 

【設備等の契約・発注】 

市から交付決定通知書を受け取った日（補助金の交付決定日以降）から、設備等

の導入・更新に関する契約（発注）をすることができます。 

※ 交付決定日より前に事業に着手したものは、補助金の対象となりません。 

 

 

【補助事業の変更】 

導入予定の設備の変更や工期の延長が生じ、申請書に記載いただいた実施期間内

に事業が完了できない場合は、変更承認申請書（様式６号）を提出して変更承認を

あらかじめ受ける必要がありますので、ご相談ください。 

 

 

【補助事業の実施期限】 

令和９年１月２９日（金）まで 

※ 期限内に設備等の納品・設置工事の実施、代金等の支払いを完了する必要があ

ります。期限を過ぎた場合は、補助金の対象となりません。 

 

 

 

 

 

完了届の提出について 
 

【完了届の提出期限】 

 補助事業を完了したときは、完了した日から起算して 30 日以内 又は 

 令和９年２月１２日（金）までに、事業完了届（様式８号）等を提出してください。 

 

【必要書類（市ホームページからダウンロードできます。）】 

(1) 事業完了届（様式８号） 

(2) 補助対象経費計算書（様式３号） 

(3) 補助対象経費に係る契約書等の写し 

(4) 領収書等の写し（補助対象事業者が補助対象事業に係る費用を負担したことを証する

書類）及びその内訳を示すもの 

(5) 工事完成図面（補助対象事業が設置工事を伴う場合に限る） 

※ 書類の返却はしませんので予めご了承ください。 
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補助金の請求について 

 

【請求書の提出】 

 市から確定通知書を受け取った日から１０日以内に、請求書（様式 10 号）を提出

してください。※ 請求書は任意様式でも差し支えありません。 

適法・適正な請求書を受けてから３０日以内に指定の口座に補助金を交付します。 

 

 

 

 

注意事項 
 

（１）補助事業が完了した後においても、必要に応じて事業遂行状況等について報告

していただくことがあります。 

 

（２）補助金を活用して導入・更新した設備等（財産）を廃棄、譲渡又は貸付しよう

とするときは、処分承認申請書（様式 11 号）を市長に提出し、その承認を受

けなければなりません。 

 

（３）補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、かつ、補助

事業の完了日の属する会計年度の翌会計年度から５年間は保存しておかなけ

ればなりません。 

 

（４）以下のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定等を取り消すことがあ

ります。また、補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めて補助金を返還していただきます。 

①  偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき 

②  補助金を他の用途に使用したとき 

③  浦添市物価高騰対策中小企業設備導入等支援補助金交付要綱又は補助金の  

交付条件に違反したとき 

④  補助金の交付を受けるまでに、補助金対象事業者及び補助金対象事業に関す 

る要件を欠くこととなったとき 

⑤  見積徴取及び市内中小企業者への優先発注に違反したとき 

⑥  承認を受けて導入設備を処分したとき 

⑦  法令、条例、浦添市補助金等の交付に関する規則、浦添市物価高騰対策中小 

企業設備導入等支援補助金交付要綱又はこれらに基づき市長が行った指示 

に違反したとき 
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送付先・お問合せ先 
 

＜送付先＞ 

  〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶１－１－１ ５階 

   浦添市経済文化局 産業振興課 あて 

※ 郵送の際は、封筒に切手を貼付し、裏面に申請者の住所・氏名を必ず記載ください 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

   浦添市経済文化局 産業振興課   TEL:０９８‐８７６‐１２９９ 

   受付窓口：平日 ９：００ ～ １６：００（12：00～13：00 を除く。） 


